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１．贈与の気持ち  

「生前贈与」が注目されています。「生前贈与をして、相続財産を減らすことが相続対策

です」ということなのですが、贈与をする親の気持ちは複雑です。親にしてみれば大切な

財産を手放すことになります。かわいい子や孫のためといっても、親にとってみれば大切

な財産を贈与してしまって自身の老後資金は大丈夫だろうかと不安がつきません。他方、

財産をもらう子供はというと、もらった直後は感謝するのですが、1 年もすると感謝の気持

ちは忘れてもらって当然という風です。子供は感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。 
 

２．従来型の“点の事業承継”  

贈与する財産が経営している会社の株式や、大切な不動産だと不安は大きくなります。

大切な財産を贈与するということは、贈与の前日までは親の財産だったものが翌日には子

供のものになることです。1 日にしてその財産の支配権は親から子に移ります。これが従来

型の「点の事業承継」です。しかし、親の気持ちは不安だらけです。「贈与した不動産を子

供が勝手に処分して浪費してしまうのではないか」「贈与した自社株の議決権を握った子供

が暴走経営をするのではないか」「子供が先に亡くなった場合、贈与した財産は子供の配偶

者に相続され、浪費されてしまうのではないか」…。そこで、贈与後も引き続き親が財産

を管理・支配できる“なだらかな承継”である「線の事業承継」が望まれます。  

 

３．これからの“線の事業承継”  

そこで「信託」を活用します。信託とは「財産を預かること」です。子供に贈与した財

産を、信託契約で親が預かります。ただし“信託”が“預かること”と大きく異なる点は、

預かった者が財産の“所有権”を有することです。例えば、子供に贈与した財産を、親が

信託により預かった場合、その財産の所有権は預かった親が持ちます。預けている子供は

財産の所有権を持ちませんから、親の合意がないと財産を勝手に消費・処分することはで

きません。贈与前と同様に親が財産を管理・支配することができます。ただし、親はあく

まで預かっている立場ですから信託財産を消費することは法律で禁止されています。  

子供は財産の所有権を失う代わりに“受益  

権”を持ちます。受益権とは、信託財産を運  

用して得た利益や、信託財産自体をいつか（  

預かっている親が自由に決めることも可能で  

す）受け取ることができる権利です。この受益権こそが「預り証」のようなもので信託財

産の価値を表すものです。税務は明快です。受益権を持っている者を財産の所有者とみな

して考えます。親は財産を預かっているだけですから課税を受けません。信託財産を運用

した利益は、受益者である子供が税務申告します。親が亡くなった場合、“預り人”が変更

されるだけで信託財産に相続税は課されません。子供が亡くなり、受益権が孫等に相続さ

れた場合に相続税が課されます。  

相続の場面では、受益権を誰に相続させるのか信託契約で定めることができます。子供

が遺言書で「受益権は配偶者に相続する」と書いていても、信託契約で受益権は孫に移転

する旨定められていれば、受益権は配偶者に相続されず孫に移転します。また、財産した

財産を子供の了解なく取り戻すことはできませんが、子供が有するのが受益権であれば、

信託契約の定め方次第でこの受益権を取り上げて別の者に移すことも可能です。このよう

に信託を活用すると、今までできなかったことが可能になります。親が贈与した後も財産

を引き続き管理・支配し、相続の仕方も指定でき、場合によっては取り戻すこともできま

す。親にとって安心・安全な事業承継をすることができるのです。  [  担当：笹島  修平  ]  

点の承継  財産を子供に渡したその日から、子供が財産の所有権を持ち支配します  

線の承継  財産を子供に渡しても、その財産は引き続き親が管理・支配します。  
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